
国基本指針の改正に伴う「愛知県こども計画 はぐみんプラン2029」の変更について 

 

Ⅰ 経緯 

○ 子ども・子育て支援法第62条により、都道府県は、内閣総理大臣が定める基本

指針に即して、５年を１期とする「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」

の策定が義務付けられており、本県では、2025年３月に「愛知県こども計画 は

ぐみんプラン2029」として一体的に策定している。 

 

○ 国は、2026年４月からの「こども誰でも通園制度」（乳児等通園支援）の給付

化や、2025年10月の児童福祉法等の改正（保育士・保育所支援センターの法定化

等）等に伴い、2025年９月に基本指針を改正して、「都道府県子ども・子育て支

援事業支援計画」の基本的記載事項を修正（下図参照）し、2026年４月から適用

することとした。 

○ このため、2025年度中に現行計画を変更することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 変更を要する事項及び対応案 

改正後の基本指針等により、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の基本的

記載事項として示された以下の項目について、次のとおり対応する。 

１．こども誰でも通園制度の本格実施（給付化）に伴う改正 

① 乳児等通園支援の従事者の確保及び資質の向上のために講ずる措置（保育士

以外の従事者への研修の実施を含む） 

⇒（対応案）現行計画に記載済みのため、変更を要しない。 

（保育人材の確保、資質の向上）（P.81～82） 

○ 県は、保育士等の養成、処遇改善による離職防止、潜在保育士の再就職支援を

３つの柱として、保育人材の確保に取り組みます。 

○ 県は、保育士等に対する研修を充実させ、教育・保育に係る様々な知識・技術

だけでなく、地域の子育て支援や障害児保育など、多様な保育ニーズに適切に対

応できるよう、専門性や実践力の向上を図ります。 

〇 県は、地域の実情やニーズに応じ、育児や職業経験など多様な経験を有する人

材を子育て支援員として養成するため、市町村と協力して研修を実施します。 

② 乳児等通園支援の従事者の見込み数 

⇒（対応案）現行計画に記載の保育士数等の数値（目標及び見込み数）に、県

調査により積算した「乳児等通園支援の従事者」を加えた値に修正する。 

 

③ ２歳までの子どもが利用する地域型保育及び乳児等通園支援と、３歳以降の

受け皿となる教育・保育施設の相互の連携・接続 

⇒（対応案）現行計画に乳児等通園支援に関する部分及び施設・事業者相互の

連携・接続については未記載のため、追記及び修正する。 

 

２．保育士・保育所支援センターの法定化に伴う改正 

⇒（対応案）愛知県保育士・保育所支援センターについては、現行計画に再就職

支援を目的とした内容を記載済みであるが、保育士・保育所支援センターの

役割が法律上明記され、また、基本指針で「保育士・保育所支援センターと

しての機能を担う体制を整備した上で（中略）保育士の確保及び質の向上を

図ること」とされたことから、追記及び修正する。 

 

Ⅲ 変更のスケジュール 

２月 12 日 第２回子ども・子育て会議 

３月 31 日 変更の公表 
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